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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年８月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２８年１月４日 １６時２５分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前崎港 

御前崎港防波堤Ｃ灯台から真方位３２１°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.１′ 東経１３８°１３.１′） 

事故の概要  ミニボート（船名なし）は、東進中、浸水した。 

 ミニボート（船名なし）は、同乗者１人が死亡し、船外機に濡損を

生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

ミニボート （船名なし）、なし 

なし、個人所有 

約３.１２ｍ×約１.２６ｍ×約０.４４ｍ、不明 

ガソリン機関、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ５８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１５年５月１日 

免許証交付日 平成２５年４月２４日 

（平成３０年４月３０日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ６４歳 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象： 

本事故発生場所の北北西方約１海里付近に位置する御前崎特別地域

気象観測所の本事故当日の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時：分） 

平均 最大瞬間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

15:30 西  ９.１ 西 １４.８ 

16:00 西  ９.５ 西 １５.４ 

16:30 西 １１.７ 西 １７.１ 
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海象：波高 約０.３～０.４ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、海面水温 

約１９℃ 

日没時刻：１６時４９分ごろ 

 事故の経過  本船は、操縦者、同乗者Ａ及び知人１人（以下「同乗者Ｂ」とい

う。）が乗船し、平成２８年１月４日１６時００分ごろ釣りを行う目

的で御前崎港西ふ頭西側の岸壁を出発し、東方の御前崎港防波堤

（Ｂ）に向かった。 

本船は、同乗者Ｂが船体前部の右側寄りに、同乗者Ａが船体後部の

左側にそれぞれ低い姿勢になり、操縦者が、右舷船尾に置かれた容器

の上に腰を掛けた姿勢で船外機の操縦を行いながら、西ふ頭南側の海

面に出たところ、出発場所より風が少し強いと感じたので、西ふ頭南

側の岸壁東端にある西ふ頭３号岸壁（以下岸壁については、「西ふ

頭」を省略する。）に近寄る進路として低速で東進した。 

本船は、操縦者が、船首方の海面が波立っているように感じたもの

の、前進を続けたところ、船首方から波高約０.３～０.４ｍの波を受

けて海水が船内に打ち込み、更に第２波を受けて打ち込んだ海水が船

内に滞留し、出発場所に引き返そうと右回頭していたとき、１６時２

５分ごろ、左舷方から第３波を受けて一気に水船状態となった。 

操縦者は、同乗者２人と共に本船を離れ、３号岸壁に向けて泳ぎ始

めた。 

西ふ頭の警備員（以下「警備員Ａ」という。）は、３号岸壁を東方

へ向かって歩いて巡回していたところ、本船が自分を追い越した後、

右回頭している状態で本船の両舷から海水が浸水して水船状態とな

り、乗船者３人が本船から離れたのを認めて警備会社の事務所に事故

の発生を知らせ、ロープを取りに西ふ頭の監視小屋に向かった。 

御前崎港管理事務所は、警備会社から事故の連絡を受けて海上保安

庁へ本事故の発生を通報して救助を要請し、救急車の要請を行い、職

員１人を３号岸壁に向かわせた。 

西ふ頭の別の警備員（以下「警備員Ｂ」という。）は、警備員Ａか

ら本事故の発生を聞き、西ふ頭の監視小屋から３号岸壁東端に向か

い、ロープを持ってきた警備員Ａと共に、３号岸壁の東端付近の海面

に泳ぎ着いた同乗者Ｂにロープを投げてつかませ、２号岸壁に上がれ

る梯子
は し ご

のある所まで誘導し、同梯子を上らせた。 

警備員Ｂは、更に３号岸壁の東端付近に流されて来た仰向け状態の

同乗者Ａを見付け、ロープを同乗者Ａに向けて投げたが、同乗者Ａの

反応がなく、同乗者Ａが東方へ流されていく様子を認めた。 

操縦者は、泳ぎ着いた３号岸壁のフェンダに掴
つか

まり、泳ぎながら認

めた３号岸壁の梯子の方へ移動しようと、３号岸壁に沿って西方へ移

動し、同梯子にたどり着いたが、体が重くて梯子を登ることができ

ず、その後、警備員Ａ及び管理事務所の職員が下ろしたロープを体に
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掛け、両人の助けを借りて引き上げられながら同梯子を登り、３号岸

壁に上がった。 

同乗者Ａは、１６時５５分ごろ漂流していたところを巡視艇に救助

され、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）等による救命処置を施された

が、搬送された病院で死亡が確認され、その後、溺水の吸引と検案さ

れた。 

操縦者及び同乗者Ｂは、救急車で病院に搬送されたが、異状は認め

られなかった。 

本船は、御前崎港防波堤（Ｂ）北側の消波ブロック付近に漂流して

いたところを監視取締艇により引き出され、付近の岸壁に運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 海図Ｗ１０７７（御前崎港）及び御前崎港計画平面図によれば、西

ふ頭南側には東端の３号岸壁から７号岸壁まで西方へ続く約５９０ｍ

の岸壁、７号岸壁西端から９号岸壁まで南方へ続く約２００ｍの岸壁

がそれぞれあり、西ふ頭の南方には、護岸及び貯木場があって、西ふ

頭の東方には御前崎港防波堤（Ｂ）がある。 

本船は、船体中央部に隔壁があって前部区画と後部区画に分かれる

組立て式ボートであり、船尾部に船外機を備え付けることができ、船

内に最大搭載人員３名の掲示があり、船舶検査及び小型船舶操縦士免

許が不要な船舶であった。 

本船の船体中央付近の乾舷は、約０.３ｍであった。 

 操縦者は、所有している船外機を持参するように所有者である同乗

者Ａから依頼され、出発前に出発場所で１.５kＷ（２馬力）未満の船

外機を本船の船尾部に取り付け、釣りざお６本、釣り道具や餌などを

入れた容器合計３個、約１ℓのガソリンが入った燃料油携行缶１缶を

持ち込んでいた。 

 操縦者は、出航前にインターネットで御前崎港での予想される風速

が約７m/sであることを確認し、風が強いと思ったが、その後、出発

場所において同乗者Ａと相談した結果、出発することとした。 

操縦者は、出発場所においてミニボートの海面への降下作業中、風

は弱いと感じていた。 

操縦者、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用した状態で、体

重の合計が約２０１kgであった。 

 同乗者Ａは、泳ぎが得意であった。 

 同乗者Ｂは、約５～６年前から釣りの目的で同乗者Ａに誘われて年

１～２回程度本船に乗っており、御前崎港で乗ったのは、本事故時が

２回目であった。 

 同乗者Ｂは、本事故時、左舷船首方から波を受けて海水が船内に打

ち込み、海水をくみ出そうと思ったものの、次々と海水が流入して来

る状況を認めた。 
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操縦者は、本事故時、携帯電話を濡れないようにビニール袋などに

包んで所持していたが、救助された後、携帯電話が濡れて使用できな

くなっていたのを知った。 

操縦者は、約１２年前から年８回程度ミニボートに乗って釣りを楽

しんでいたが、本船に乗ったのは本事故時が２回目であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、御前崎港において、風力５～６の西風が吹き、波高約０.

３～０.４ｍの波が生じている状況下、航行したことから、船内に海

水が打ち込んで浸水したものと考えられる。 

 本船は、船体中央付近の乾舷が約０.３ｍの状態で航行していたこ

とから、船内に海水が打ち込んだものと考えられる。 

 同乗者Ａの死因は、溺水の吸引であった。 

原因 本事故は、本船が、御前崎港において、風力５～６の西風が吹き、

波高約０.３～０.４ｍの波が生じている状況下、航行したため、船内

に海水が打ち込んで浸水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・気象及び海象情報、ミニボートの堪航性を考慮し、出発の可否を

適切に判断すること。 

・ミニボートが水船状態になった場合、すぐに船体を離れて岸に向

かって泳ぎ出さないで、救命胴衣の笛を吹いて航行船舶に救助を

求めたり、防水パックに入れた携帯電話を常に身に付け１１８番

通報を行ったりするなどして、十分な浮力がある物につかまった

状態で救助を待つことが望ましい。 

・国土交通省海事局発行のパンフレット「ミニボートに乗る前に知

っておきたい安全知識と準備」を遵守すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 


